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第１ 基本的な考え方 

改正農業委員会法が平成２８年４月１日に施行され、農業委員会においては「農地

等の利用の最適化の推進」が必須業務として位置づけられた。 

野田市の農業は、稲作と畑作が相半ばする形で営まれており、稲作では減農薬・減

化学肥料で環境にやさしい黒酢米が栽培され、畑作では枝豆、ほうれん草、春菊、キ

ャベツ、トマト等が栽培され本市の特産品となっている。また市の北部では河川敷を

利用した自給飼料の牧草の利用による酪農が営まれている。 

首都近郊都市として就業機会にめぐまれた環境から兼業農業の形態が古くから定着

してきているが、高齢化による労働力の低下、後継者不足から年々農業従事者が減少

し、遊休農地が増加するという問題に直面している。 

このような農業労働力の減少や高齢化が進展する状況にあって、遊休農地の発生防

止・解消及び優良農地の確保と共に、地域農業の中心となる担い手の確保・育成を進

め、それらが農業生産の相当部分を担っていくような農業構造の確立が必要である。 

 本市の活力ある農業・農村を築くため、「農業委員会等に関する法律」第７条第１項

に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員（以下「推進委員」という）が連携し

担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう 

標記指針の具体的な目標と推進方法、目標の達成状況に対する評価方法等を次のとお

り定める。 

なお、この指針は、改正基盤法第５条第１項に規定する令和５年度を目標とし、３

年ごとの農業委員及び推進委員の改選期に３年後の目標に即して検証・見直しを行う。 

また、単年度の具体的な活動については、「農業委員会による最適化活動の推進等に

ついて」（令和４年２月２日付け３経営第 2584 号農林水産省経営局長通知、令和４年

２月 25 日付け３経営第 2816 号農林水産省経営局農地政策課長通知）に基づく「最適

化活動の目標の設定等」のとおりとする。 

 

 

第２ 具体的な目標、推進方法及び評価方法 

１．遊休農地の発生防止・解消について 

 



 

 

（１）遊休農地の解消目標 

 管内の農地面積 遊休農地面積 遊休農地の割合 

現 状 

（平成２９年７月） 
２，７２３．３ｈａ ７３．３ｈａ ２．６９％ 

３年後の目標 

（令和２年７月） 
２，６２８．６ｈａ ６８．０ｈａ ２．５９％ 

改定時の現状 

（令和４年４月） 
２，５９０ｈａ ８０．９ｈａ ３．１２％ 

目 標 

（令和５年７月） 
２，５７７ｈａ ７８．９ｈ a ３．０６％ 

注１：管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積 

 

【目標設定の考え方】                                     

１年間の遊休農地の解消面積は、２ヘクタールを目標とする。 

（過去３年間の遊休農地が再生された平均面積） 

 

（２）遊休農地の発生防止・解消に向けた具体的な取り組み方法 

  ①農地の利用状況調査と利用意向調査 

農業委員と推進委員が連携協力し、農地の利用状況調査を実施すると共に、 

遊休農地の所有者等に対しては、個別訪問等による利用意向調査を実施し、所有 

者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘 

案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあっせんその 

他農地の利用関係の調整を行う。 

なお、従来から農地パトロール（利用状況調査）の中で行っていた、違反転 

   用の発生防止・早期発見等、農地の適正な利用の確認に関する現場活動につい 

ては、農地パトロールの時期にかかわらず、日常的に実施する。 

 

②農地中間管理機構等との連携 

  利用意向調査において、農地中間管理機構（千葉県園芸協会）が行う農地中間

管理事業や農地利用集積円滑化団体（市農政課）が行う農地所有者代理事業を利

用する意思がある旨の表明があったときは、各機関に対し通知を行う。 

 

③農地の現状と意向の把握 

農業委員と推進委員が連携協力し、農家を個別訪問して農地の現状及び意向に 

関する調査を行う。遊休農地化が懸念される休作地等について、農地所有者の意 

向を踏まえ、農地中間管理機構への貸付け、担い手や新規参入者への集積・集約 

化を図ることで、遊休農地の発生防止に努める。 

 

 



 

 

④市所管課との連携 

市農政課との連携により、耕作放棄地再生事業等の利用を推進する。 

 

（３）遊休農地の発生防止・解消の評価方法 

   遊休農地の発生防止・解消の進捗状況は、遊休農地の割合により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に 

基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」 

のとおりとする。 

 

２．担い手への農地利用の集積・集約化について 

（１）担い手への農地利用集積目標 

 管内の農地面積 集積面積 集積率 

現 状 

（平成２９年７月） 

２，６５０ｈａ 

（１，４３３ｈａ） 
３２７．２ｈａ ２３％ 

３年後の目標 

（令和２年７月） 

２，６１０ｈａ 

（１，４３１ｈａ） 
５２９．６ｈａ ３７％ 

改定時の現状 

（令和４年４月） 
２，５９０ｈａ ４２６．５ｈａ １６％ 

目 標 

（令和５年７月） 
２，５７７ｈａ ４４６．５ｈａ １７％ 

注１：管内の農地面積は、耕地及び作付面積統計における耕地面積 

 

【目標設定の考え方】 

平成２９年７月から令和４年４月までの集積面積は約１００ヘクタール増加してお

り、平均すると１年間で２０ヘクタールとなることから、１年間の担い手への農地利

用集積は、２０ヘクタールを目標とする。 

 

【参考】担い手の育成・確保 

 総農家数 

（うち、主業 

農家数） 

担 い 手 

認定農業者 
認定新規就

農者 

基本構想水準

到達者 

農業参入

法人 

現 状 

（平成２９年７月） 

１，７４７戸 

（１９７戸） 
９２経営体 ６経営体 ９２経営体 １３法人 

３年後の目標 

（令和２年７月） 

１，５３７戸 

（１５２戸） 
１３５経営体 １２経営体 １３５経営体 １６法人 

改定時の現状 

（令和４年４月） 

１，４３７戸 

（１２９戸） 
１１０経営体 １７経営体 １１０経営体 ２０法人 

目 標 

（令和５年７月） 

１，３７７戸 

（１１６戸） 
１１４経営体 １９経営体 １１４経営体 ２２法人 

 



 

 

注 1：「担い手の育成・確保」の数値は、「担い手への農地利用集積目標」を定めるための参考値 

注 2：総農家数（うち、主業農家数）の改定時の現状は、2020年農林業センサスの数値 

   主業農家とは、農業所得が主（農業所得が農外所得以上）で 1年間に 60日以上自営農業に従

事している 65歳未満の世帯員がいる農家 

注 3：認定農業者とは、農業経営計画を作成し、市町村長からその計画の認定を受けた者。 

計画目標：年間労働時間（主たる従事者 1 人当たり、1,800～2,000 時間程度）、年間農業所得

（1経営体当たり 550万円程度）を目標とする。 

注 4：認定新規就農者とは、新たに就農しようとする青年等であって、その作成した就農計画につ 

いて市町村長から認定を受けた者。 

計画目標：年間総労働時間（主たる従事者 1 人あたり 1,800～2,000時間程度）の水準を達成

しつつ、農業経営開始から 5年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得（1経営

体あたりの年間農業所得 250万円程度）を目標とする。 

注 5：基本構想水準到達者とは、野田市の「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」で定めら 

れている年間労働時間（主たる従事者 1人当たり、1,800～2,000時間程度）、年間農業所得 

（1経営体当たり 550万円程度）の水準を確保すると見込まれる者 

注 6：目標の数値は、累積目標 

 

（２）担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な取り組み方法 

①農地の現状と意向の把握 

１（２）③の調査を通し、担い手（農業後継者）の現状について把握する。 

貸付希望地や休作地等について、農地所有者の意向を踏まえ、農地中間管理機構 

への貸付けや農地の取得または借受けを希望する担い手への集積・集約化を図る。 

 

②農業者への周知 

農業委員会として、農業者が参加する会議等で、農地中間管理事業、農用地利 

用集積等の制度について周知し、農地の有効利用を推進する。 

 

③農地の利用関係の調整 

農業委員会として、地域における農業者等による協議の場に積極的に参加し、 

担い手への農地利用の集積・集約化に向けた情報提供及び調整に努める。 

 

④市所管課との連携 

市農政課と連携し、「地域計画」の作成に向けた協議の場に農業委員、推進委 

員が積極的に参加し、農地の出し手・受け手の意向、農地情報等の把握に努め、 

農地利用の集積・集約化に結びつける。 

 

（３）担い手への農地利用の集積・集約化の評価方法 

   担い手への農地利用の集積・集約化の進捗状況は、農地の集積率により評価する。 

   単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」に 



 

 

  基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」 

  のとおりとする。 

 

３．新規参入の促進について 

（１）新規参入の促進目標 

 新 規 参 入 者 

個  人 

（新規参入者取得面積） 

法  人 

（新規参入者取得面積） 

現 状 

（平成２９年７月） 

２人 

（１．２ｈａ） 

０法人 

（０．０ｈａ） 

３年後の目標 

（令和２年７月） 

５人 

（２．７ｈａ） 

１法人 

（３．０ｈａ） 

改定時の現状 

（令和４年４月） 

２１人 

（１０．４ｈａ） 

８法人 

（９．０ｈａ） 

目 標 

（令和５年７月） 

２５人 

（１２．４ｈａ） 

１０法人 

（１０．０ｈａ） 

 

【目標設定の考え方】 

平成２９年７月から令和４年４月までの個人の新規参入者は１９経営体、法人は８

経営体増加しており、平均すると１年間で個人は４経営体、法人は２経営体となるこ

とから、１年間の新規参入は６経営体を目標とする。 

 

（２）新規参入の促進に向けた具体的な取り組み方法 

①農地の現状と意向の把握 

１（２）③の調査を通し、貸付希望地や休作地等について、農地所有者の意向 

を踏まえ、農地中間管理機構への貸付けや農地の取得または借受けを希望する新 

規参入者への集積・集約化を図る。 

 

②農業委員会のフォローアップ体制 

・ 農地の出し手に関する情報の提供と農地の取得又は借受け等の手続きに関 

し、必要な支援を行う。 

・ 農業委員会が新規就農フェアや説明会等に参加することで情報の収集に努 

め、新規参入者への情報提供に努める。 

・ 農業委員及び推進委員は、新規参入者（法人を含む）が地域との良好な関 

係を構築できるよう相談・調整役となり、また営農指導等後見人等の役割を 

担う。 

 

③関係機関との連携 

市農政課、農協、千葉県・全国の農業委員会ネットワーク機構、農地中間管 



 

 

理機構等と連携し、新規参入者の受入れと経営に係るフォローアップ（支援） 

を行う。  

 

（３）新規参入の促進の評価方法 

   新規参入の促進の進捗状況は、新規参入者(個人、法人)の数により評価する。 

単年度の評価については、「農業委員会による最適化活動の推進等について」 

  に基づく「農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の 

公表」のとおりとする。 


